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宮保年運協第 号  

平成２３年１２月 日  

 
 
宇都宮市長  佐 藤  栄 一 様  
 
 

宇都宮市国民健康保険運営協議会  

会 長   中 山  勝 二   

 
 
 
国民健康保険税の税率の見直し等について（答申）  

 
 

平成２３年７月２８日付宮保年第８５６号により諮問のあ

りました標記の件につきまして，本協議会を開催し，関係資料

等に基づき慎重に協議した結果，結論を得ましたので答申いた

します。  

案  
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答申にあたって 
 
   現在，国においては，社会保障と税の一体改革として，急速に

進行する少子高齢化社会における社会保障のあり方とそれらの保

障制度を維持していくための財源確保策や負担のあり方などが議

論されており，国民健康保険を巡っては，後期高齢者医療制度の

改革とともに都道府県を単位とした事業運営の広域化などが検討

されているところであり，その動向が注目されるところである。 

   また，市民を取り巻く経済情勢は，国内における本年３月に発

生した東日本大震災と震災に伴う原子力発電所事故による被害に

加え，ギリシャに端を発した国際的な経済危機などの影響により，

リーマンショック以来，依然として先行き不透明な状況が続いて

いる。 

   このような状況の中，本市の国民健康保険事業においても，被

保険者の高齢化や医療技術の高度化などにより医療費が増加する

一方，担税力の低い無職者や低所得者が他の保険制度に比べ割合

が高い制度上の構造的な問題と，昨今の経済情勢に伴う離職者の

加入増などにより保険税収入が伸び悩み，厳しい財政運営を強い

られている状況にある。 

   こうした状況を踏まえ，平成２１年１２月に当運営協議会から，

「財政健全化を図るための具体的な計画を策定し，計画的に推進

すべき」と市長に答申したところであり，この答申に基づき，宇

都宮市では，平成２２年６月に「国保財政経営改革プラン」，「国

保アクションプラン」を策定し，保険税の収納率向上や保険事業

の充実などによる医療費の適正化など，歳入の確保と歳出の抑制

に取り組んでいるところであり，一定の成果が見られる。 

   当運営協議会では，本年７月２８日に「国民健康保険税の税率

等の見直しを含めた財政の健全化策について」市長からの諮問に

応じ，これまで計６回の会議を開催し，本市の国民健康保険を取

り巻く環境や現状，保険税額の水準や収納率の状況，今後の収支

見通しとその財源などについて議論するとともに，保険者と被保

険者両者の立場に立ち慎重に協議を重ね，各会議における委員の

意見を集約し，以下のとおり答申する。 
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 １ 国民健康保険財政運営の健全化策について 
 
  (１) 国保経営改革プラン等の推進について 
    国民健康保険財政の健全化にあたっては，まず何よりも，収

納率の向上や医療費の適正化など保険者自らが率先して経営努

力を行なうことが肝要である。 

そのため，平成２２年度に策定した「国保経営改革プラン」

及び「国保アクションプラン」などに基づき，計画的かつ着実

に事業を推進し，国民健康保険財政の健全化を図られたい。 

 
  (２) 収納率の向上について 
 
   ア 現年度収納対策の強化 

保険税の収入の確保は事業運営の基本となるものであり，厳

しい財政状況や税負担の公平性の確保のためにも収納率の向

上に向けたより一層の努力が必要である。 

本市では，特に現年度分の収納率の向上が課題であり，口座

振替の促進や納税催告センターの活用など，納期内納付，早期

納付を促進する対策により新たな滞納の抑制に努められたい。 

 

   イ 納税指導や滞納処分の強化 
     臨戸訪問などにより納税者との接触の機会を増やし，滞納

の実態の把握や納付能力を早期に見極めて納税指導にあたる

とともに，納付能力がありながら滞納している場合には，税

負担の公平性の観点から，差押など滞納処分を強化し，税収

の確保を図られたい。 

     なお，生活の困窮などによりやむを得ず滞納している場合

には，納付能力を見極めた上で，適正に不納欠損処理を行な

うこと。 
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  (３) 医療費の適正化について 
 
   ア 特定健康診査・特定保健指導の推進 
     特定健康診査・特定保健指導は，生活習慣病の予防による

被保険者の健康保持と将来にわたる医療費の適正化に資する

ことから，対象者への周知と未受診者への勧奨，受診しやす

い環境づくりなどにより，一層推進すべきである。 

 
   イ 人間ドック・脳ドックの推進 
     疾病の早期発見・早期治療につながる人間ドック・脳ドッ

クは，特定健康診査・特定保健指導と同様，被保険者の健康

保持と将来にわたる医療費の適正化に資することから，受診

を促進するため効果的な周知に努め，一層推進すべきである。 

    
ウ ジェネリック医薬品の普及促進 

     ジェネリック医薬品は，先発医薬品と同等の効果が見込め

る低価格の医薬品であるため，市民（患者）の医療費負担軽

減と国民健康保険の給付費の削減が期待できることから，医

療機関の協力を得ながら，市民に啓発を行い，ジェネリック

医薬品への理解と普及の促進に努められたい。 

 
   エ 保健事業の充実 
     特定健康診査・特定保健指導，人間ドック・脳ドックのほ

か，健康づくりを働きかける保健事業を充実し，被保険者の

健康の保持増進と，将来にわたる医療費の適正化に努められ

たい。 
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 ２ 税率等の見直しについて 
税率等の見直しにあたっては，被保険者への負担の影響と国民

健康保険財政の健全化への効果を勘案し，次のとおりとする。 

 
  (１) 応能・応益割合について 
     応能・応益割合は，５０対５０が最も適切なバランスとさ

れており，本市の現状は，ほぼ５０対５０となっている。中

低所得世帯への影響（負担増）を最小限にするため，応能・

応益割合は，引き続き，現状の５０対５０とすることが妥当

である。 

 
  (２) 賦課方式について 
     本市では，平成１９年度まで４方式（所得割，資産割，被

保険者均等割，世帯別平等割）により課税していたが，平成

２０年度から３方式（所得割，被保険者均等割，世帯別平等

割）に変更したところである。２方式（所得割，被保険者均

等割）に変更した場合，１人世帯では，約５割が保険税（応

能割）の軽減に該当していることに加え，更に負担減となる。

一方で，国民健康保険加入世帯全体の半数程度を占めている

２人以上の世帯では，被保険者が多くなるほど負担増となる。

このようなことから，子育て世帯などへの負担を考慮し，３

方式を継続することが妥当である。 

  
  (３) 税率の見直しについて 

平成２１年度の当運営協議会における税率の見直しの協

議では，経済情勢の悪化などから保険税収入が伸び悩み，厳

しい財政運営が強いられているものの，収納率向上や医療費

の適正化などによる財政健全化のための一層の取組を保険

者である市に求め，税率については引き上げられる状況にな

く，現状維持とする結論となった。 

これを踏まえ，市は，「国保経営改革プラン」及び「国保

アクションプラン」に基づき，収納率の向上などに取り組ん

でおり，その効果が徐々に表れているものの，財政の健全化
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に向けた取り組みの途上であり，また，被保険者を取り巻く

状況は依然として厳しいままである。 

このようなことから，税率については，現状においても引

き上げる状況になく，現状維持とすることが妥当である。 

なお，税率については，医療保険制度に係る今後の国の動

向などを見極めながら適宜見直しを行っていく必要がある

ことから，２年後を目途に見直しを行なわれたい。 

 
(４) 課税限度額について 

地方税法施行令に定める課税限度額については，平成２３

年４月に，医療保険分が５０万円から５１万円に，後期高齢

者支援金分が１３万円から１４万円に，介護保険分が１０万

円から１２万円に改正されたところであり，国は今後も，課

税限度額を段階的に引き上げる方針を示している。 

課税限度額を超える高所得世帯については，中所得世帯に

比べ負担割合が低く抑えられており，負担の公平性の観点や

国の動向を踏まえると，平成２４年度から課税限度額を政令

どおりに改正することが妥当である。 

     

 ※  課税限度額については，付帯意見が出されており，後

述の｢３ 付帯意見｣のとおりである。 

 

   (５) 一般会計からの繰入について 
      国民健康保険制度においては，事業に必要な財源は国・

県支出金等のほか，保険税で賄うことが原則であるが，保

険税の税率を現状維持とすることにより，事業運営に必要

となる財源の確保が必要になる。市は，一般会計からの繰

入基準を見直し，平成２２年度から，国民健康保険財政の

基盤強化のため，失業者に対する保険税減免や納税が極め

て困難と見込まれる無所得者の保険税相当分など，新たな

繰入を行なっているところであるが，引き続き財源を確保

し，財政の安定化に努められたい。 
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３ 付帯意見 

  
 (１) 国に対する要望について 

国民健康保険は，担税力の低い無所得者や低所得者にも負担

を求めることから，構造的に健全な財政運営になっていない。

課税限度額の引き上げでは，このような問題の解消にはならず，

国による一層の財政支援や，国民健康保険と被用者保険との一

元化など医療保険制度の抜本的な改革について，全国市長会な

どを通して国に要望されたい。 

 

  (２) 保健事業の充実について 
課税限度額の引き上げによる増収については，人間ドック受

診費用助成の増額など，医療費の適正化に資する保健事業の充

実に活用されるよう配慮されたい。 
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宇都宮市国民健康保険運営協議会開催経過 
 
 
１ 第１回運営協議会（平成２３年７月２８日）  
 （１）平成２２年度国民健康保険特別会計の決算状況について  
 （２）平成２３年度国民健康保険税の賦課状況について  
 （３）市長から「国民健康保険税の税率の見直し等について」諮問  
 
２ 第２回運営協議会（平成２３年８月１１日）  
 （１）国民健康保険を取り巻く環境と現状について  
 
 
３ 第３回運営協議会（平成２３年９月２９日）  
 （１）国民健康保険財政運営の健全化策について  
 
 
４ 第４回運営協議会（平成２３年１１月１０日）  
 （１）国民健康保険財政運営の健全化策について  
 
 
５ 第５回運営協議会（平成２３年１１月２４日）  
 （１）国民健康保険税の税率等の見直しについて  
 
 
６ 第６回運営協議会（平成２３年１２月１５日）  
（１）答申書（案）について  

 
 

 


